
高
齢
者
へ
の
助
成

問
い
ず
れ
の
助
成
も
市
役
所
駅
南
庁

舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
20-
３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 
16
ペ
ー
ジ
）

【
家
族
介
護
用
品
購
入
費
】

対
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
で
要
介
護

４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ
た
人
を
在
宅

介
護
し
て
い
る
家
族　

条
介
護
し
て
い

る
家
族
が
同
居
し
、
市
民
税
非
課
税
世

帯
で
あ
る
こ
と　

容
▽
対
象
品
目
：
紙

お
む
つ
、
尿
取
り
パ
ッ
ト
、
使
い
捨
て

手
袋
、
清
拭
剤
、
ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー
、

防
水
シ
ー
ツ
、
消
臭
剤
▽
助
成
方
法
：

期
ご
と
に
対
象
者
の
確
認
を
行
い
、
そ

の
期
間
分
の
ク
ー
ポ
ン
券
を
交
付

第
１
期

４
月
１
日
〜
７
月
31
日

第
２
期

８
月
１
日
〜
11
月
30
日

第
３
期

12
月
１
日
〜
３
月
31
日

※
年
度
に
１
回
、
申
請
が
必
要
で
す
。 

額
１
期
あ
た
り
２
万
５
千
円

【
日
常
生
活
用
具
】

対
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮

ら
し
で
、
認
知
症
ま
た
は
身
体
機
能
の

低
下
に
よ
り
防
火
な
ど
へ
の
配
慮
が
必

要
な
高
齢
者　

条
所
得
税
課
税
額
が

１
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と　

容
▽
対

象
品
目
：
電
磁
調
理
器
、自
動
消
火
器
、

火
災
警
報
器　

額
２
万
円
ま
で

高
齢
者
虐
待
を
考
え
る
会

時
３
月
19
日
（
金
）
13:

30
〜
16:

00 

所
さ
ざ
ん
か
会
館
５
階
大
会
議
室　

容
講
演
「
老
い
を
守
る
ー
高
齢
者
と
家

族
を
支
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

を
ー
」
▽
講
師
：
小こ
ば
や
し林
勝か
つ
と
し年
さ
ん
（
鳥

取
大
学
生
涯
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー　

准

教
授
）、パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン「
高

齢
者
虐
待
防
止
に
向
け
て
」　

料
無
料

問
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
６

鳥
取
こ
や
ま
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
０
８
５
７
）
32-

２
７
２
７

鳥
取
西
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
０
８
５
７
）
82-

６
５
７
１

鳥
取
南
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
０
８
５
８
）
76-
２
３
５
１

市
民
交
通
災
害
共
済
へ
の
加
入

容
平
成
22
年
度
の
加
入
申
し
込
み
を

受
付
中
。
市
民
の
交
通
安
全
意
識
を
高

め
、
被
災
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
す
。　

※
申
し
込
み
用
紙
は
問
い
合
わ
せ
先
、

市
役
所
本
庁
舎
総
合
案
内
所
、
駅
南
庁

舎
総
合
案
内
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
保

障
内
容
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
先

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
本
庁
舎
協
働
推
進
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
１
８
２

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

軽
自
動
車
な
ど
に
つ
い
て

問
い
ず
れ
も
市
役
所
駅
南
庁
舎
市
民
税
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
１
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

 

16
ペ

ー
ジ
）

【
軽
自
動
車
の
廃
車
・
名
義
変
更
の
届
け
出
】

所
▽
１
２
５
cc
以
下
の
原
動
機
付
自

転
車
・
農
耕
車
な
ど
：
右
記
問
い
合
わ

せ
先
▽
軽
自
動
車
・
１
２
５
cc
を
超
え

２
５
０
cc
以
下
の
２
輪
車
：
鳥
取
軽
自

動
車
協
会
（
安
長 

（
０
８
５
７
）

28-

７
０
２
１
）
▽
２
５
０
cc
を
超
え

る
２
輪
車
：
鳥
取
運
輸
支
局
（
丸
山
町 

（
０
８
５
７
）
22-

４
１
５
４
）　

※
４
月
１
日
（
木
）
ま
で
に
届
け
出
が

な
い
場
合
は
、
平
成
22
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
が
か
か
り
ま
す
。

【
農
耕
車
の
届
け
出
】

対
ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
、
田

植
機
、
テ
ー
ラ
ー
な
ど　

※
人
が
乗
車

で
き
る
農
耕
車
は
、
公
道
を
走
行
し
な

く
て
も
届
け
出
や
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

を
取
り
付
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
取
得
し
て
い
な
い

場
合
は
届
け
出
を
し
て
取
得
し
て
く
だ

さ
い
。 

所
上
記
問
い
合
わ
せ
先

【
軽
自
動
車
税
の
納
付
書
の
発
送
】

時
▽
発
送
：
５
月
初
旬
▽
納
期
限
：

５
月
31
日
（
月
）

歩
こ
う
会
３
月
例
会

時
３
月
14
日
（
日
）
８:

10
〜
14:

50 

容
定
員
制
バ
ス
ツ
ア
ー
「
お
山
の
大
将
」

▽
市
役
所
《
集
合
》
＝
バ
ス
（
河
原
・

智
頭
経
由
）
＝
道
の
駅
あ
わ
く
ら
ん
ど

＝
バ
ス
＝
道
の
駅
ひ
ら
ふ
く
〜
利
神
城

跡
＝
バ
ス
（
智
頭
経
由
）= 

市
役
所
《
解

散
》（
歩
行
距
離
２
・
０
㌖
） 

料
２
５

０
０
円
（
交
通
費
） 

※
弁
当
や
水
筒
、

雨
具
は
各
自
で
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

問
歩
こ
う
会
事
務
局 

（
０
８
５
７
）
23-

７
９
３
０

消
費
者
問
題
講
演
会

時
３
月
12
日
（
金
）
13:

30
〜
15:

30 

所
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
２
階
第
２
会

議
室　

容
演
題
「
家
族
や
地
域
で
防

ぐ
悪
質
商
法
」
▽
講
師
：
勝か
つ
う
ら浦
敦あ
つ
し嗣
さ

ん
（
鳥
取
あ
お
ぞ
ら
法
律
事
務
所
弁
護

士
） 

料
無
料　

※
申
し
込
み
不
要

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
市
民
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー

（
０
８
５
７
）
20-

３
８
６
２

福　祉

情報ひろば Inform
ation

お知らせ
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Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
教
室

員
各
教
室
、
コ
ー
ス
20
人　

※
定
員

に
な
り
次
第
締
め
切
り　

受
３
月
１

日
（
月
）
か
ら

問
い
ず
れ
の
教
室
も
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ

ン
タ
ー
（
三
津
）

（
０
８
５
７
）
28-

５
２
５
９

【
剣
道
教
室
】

対
小
中
学
生　

時
毎
週
木
曜
日
18:

30

〜
20:

30
、
土
曜
日
15:

00
〜
17:

00　

所
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
武
道
館　

容
剣
道
の
基
本
技
術
の
指
導
▽
講
師
：

鳥
取
県
剣
道
連
盟
師
範　

料
▽
入
会

金
：
千
円
▽
月
額
受
講
料
：
千
円

【
な
ぎ
な
た
教
室
】

対
小
中
学
生　

 

時
毎
週
木
曜
日
18:

30

〜
20:

30
、
土
曜
日
10:

00
〜
12:

00　

所
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
武
道
館　

容

な
ぎ
な
た
の
基
本
技
術
の
指
導
▽
講

師
：
鳥
取
県
な
ぎ
な
た
連
盟
師
範　

料

▽
入
会
金
：
千
円
▽
月
額
受
講
料
：
千
円

【
テ
ニ
ス
教
室
】

時
▽
初
級
コ
ー
ス
：
４
月
５
日
〜
５

月
31
日
の
毎
週
月
曜
日
10:

00
〜

12:

00
（
５
月
３
日
は
休
み
、
全
８
回
）

▽
中
級
コ
ー
ス
：
４
月
１
日
〜
５
月
27

日
の
毎
週
木
曜
日
10:

00
〜
12:

00

（
４
月
29
日
は
休
み
、
全
８
回
） 

所
Ｂ

＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館 

料
各
３

千
円
（
ス
ポ
ー
ツ
保
険
料
、
税
込
み
） 

持
ラ
ケ
ッ
ト
、
体
育
館
用
シ
ュ
ー
ズ

市
民
農
園
新
規
利
用
者

容
募
集
区
画
数
な
ど
は
下
表
参
照　

受

４
月
14
日
（
水
）
〜
16
日
（
金
）
９

:

00
〜
16:

00
に
市
役
所
本
庁
舎
４
階
第

２
会
議
室
ま
で　

※
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
申
し
込
み
で
き
ま
す
。
応
募

多
数
の
場
合
は
後
日
抽
選
を
行
い
ま
す
。

問
市
役
所
第
２
庁
舎
農
業
振
興
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
２
３
４

凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法
所＝場所　員＝定員　数＝数量　額＝支給・助成額など
料＝料金　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの
問＝問い合わせ先

問い合わせ先　
市役所駅南庁舎保険年金課 （0857）20-3482
各総合支所市民福祉課（  16 ページ）

　10 月から保険証を個人単位のカード式
のものにする予定のため、現在お使いの保険証の有効
期限は、「平成 22 年 9 月 30 日」になっていますの
でご注意ください。 ※有効期限内に 75 歳になり長寿

（後期高齢者）医療制度に移行する人は誕生日の前日
になっています。
　国保以外の健康保険に加入された人は、新しい保険
証（被扶養者分を含む）と国民健康保険証を持参のうえ、
すみやかに問い合わせ先で喪失届けをしてください。

保険証の有効期限は

平成 22 年 9 月 30 日までです

【夜間窓口】3 月 16・23 日（火）17:15 〜 20:00
【休日窓口】3 月 7 日（日）9:00 〜 16:00

国保料納付・夜間休日窓口開設

問い合わせ先　
市役所駅南庁舎保険年金課収納係 （0857）20-3483

問い合わせ先　
市役所駅南庁舎保険年金課 （0857）20-3482
各総合支所市民福祉課（  16 ページ）

70 〜 74 歳の人の自己負担を

1 割に据え置き
　国民健康保険制度改正により、4 月から 70 〜 74 歳
の人は自己負担が 2 割に引き上げられることになって
いましたが、4 月〜平成 23 年 3 月末までの 1 年間は、
自己負担額が 1 割に据え置かれます。また、70 〜 74
歳の人（一般）の医療費が高額になった場合の自己負
担限度額も、平成 23 年 3 月末まで据え置かれます。
新たな高齢受給者証は 3 月下旬にお届けする予定です。

【対象外の人】
●一定以上の所得のある人で、すでに 3 割負担をして
いただいている人
●一定の障がいがある人で、長寿（後期高齢者）医療
制度に加入されている人

　次の場合、お早めに水道局へご連絡ください。
●家の新築・転居などで新たに水道を使用するとき
●転居のため、水道の使用をやめるとき
●家の改築や長い間留守にするなど、当分の間水道の

使用をやめるとき
●使用者の名義を変更するとき
※届け出の際には、領収書などに記載されている、次の
番号をお知らせください。

鳥取・国府地域の給水区域 「水栓番号」
7 桁の数字

河原・青谷地域の給水区域 「お客様番号」
8 桁の数字

転入・転出時には水道局へ届け出を

問い合わせ先　 ▽鳥取・国府地域の給水区域：水道局
営業課 （0857）53-7922 ▽河原地域の給水区域：
水道局河原営業所 （0858）76-3118 ▽青谷地域の
給水区域：水道局青谷営業所 （0857）85-2526
※簡易水道をお使いの人は、簡易水道室（ （0857）
20-3246）または各総合支所産業建設課まで。

募　集

地区名 面積
（㎡）

空き
区画

年間利用
料（円） 駐車場 給水

施設
トイレ
休憩舎

里　仁
（A〜D）

33 4 1600 ○
（B・C 用） × ×

66 1 3200
滝　山 33 3 1600 ○ × ×
布　勢 33 3 1600 × × ×
祢宜谷 66 3 3200 ○ × ×

湖　山
33 5 3000

○ ○ ×
66 2 6000

吉　岡
33 34 5000

○ ○ ○
66 4 10000
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